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都道府県医師会 

 学校保健担当理事 殿 

 

日本医師会 

常任理事 道永 麻里 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校 

及び特別支援学校等における一斉臨時休業について 

 

平素、本会学校保健事業につきまして種々ご協力賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応については、2月

10日付で文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課より各都道府県教育委

員会等に通知された内容に基づき随時更新しての対応となっております。 

 この度、2月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部において小学校、中

学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業を要請する方

針が内閣総理大臣より示され、これを踏まえ文部科学省より都道府県教育委

員会を始め関係各所に本年3月2日（月）から春季休業の開始日までの間、学校

保健安全法（昭和33年法律第56号）第20条に基づく臨時休業を行うよう要請

した事務次官通知が発出され、本会あて都道府県医師会への周知方依頼があ

りました。 

つきましては、別添資料をお送りしますので、貴会でもご了知いただくと

ともに会員への周知方、よろしくお願いします。 

 なお、2月27日付でお知らせしました内容（健Ⅰ262）につきましては、現在

も有効であることを文部科学省担当に確認しておりますので、念のため申し

添えます。 

 また、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連して

の医療機関、介護保険施設及び障害保健施設等の対応につきましては、別途

厚生労働省事務連絡を本会よりご案内する予定です。 

 

  

（公印省略） 



別添 

事 務 連 絡 

令和２年２月２８日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

文部科学省初等中等教育健康教育・食育課 

     

 

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援

学校等における一斉臨時休業について（依頼） 
 

 
新型コロナウイルス感染症への対応については，令和２年２月２５日に決定した

「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（新型コロナウイルス感染症対策本

部決定）等に基づき，新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでいるとこ

ろです。 

このたび，２月２７日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部におい

て，今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であること

を踏まえ，何よりも子供たちの健康・安全を第一に考え，多くの子供たちや教職員

が，日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点から，小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業を要請する方針が

内閣総理大臣より示されました。これを受けて，別紙のとおり小学校（義務教育学

校の前期課程を含む。），中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期

課程を含む。），高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。），特別支援学校及び高

等課程を置く専修学校の設置者に対し，本年３月２日（月）から春季休業の開始日

までの間，学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条（同法第３２条に

おいて専修学校に準用する場合を含む。）に基づく臨時休業を行うよう要請しまし

たので，ご了知の上，貴会会員方に周知いただきますようお願いします。 
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